
単価契約仕様書 
環境政策局 東北部クリーンセンター 

（担当 白濱、荻内 075-741-1003） 

 件 名 （単価契約）ダイオキシン類吸着用成形活性炭（東北部ＣＣ） 

形 状 ・ 寸 法  石炭系成形活性炭（ペレット） 

予 定 数 量  ２１.６ｔ（ただし、発注回数、数量については増減する場合がある） 

契 約 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 

契 約 条 件 

１ 納入場所 

東北部クリーンセンター 構内 指定場所 

（京都市左京区静市市原町１３３９番地） 

 

２ 薬品の仕様 

薬品の仕様は、下表の項目の要件を全て満たすこと。 

項  目 要  件 

形状 ペレット 

概略寸法 φ４ｍｍ×Ｌ５～１０ｍｍ 

原料 石炭系 

揮発分（％） ＜３ 

比表面積（ｍ２/ｇ） １,０００以上 

硬さ（％） ９０以上 

圧力損失(ｍｍＨ２Ｏ/ｍ―層高) 
１００以下 

(ＬⅤ０.３ｍ/ｓｅｃ(実風速)時) 

粒度（％） 

（３.３５ｍｍ～４.７５ｍｍ） 
９０以上 

乾燥減量（％） ５以下 

充填密度（ｇ/ｍｌ） ０.４５～０.５５ 

ヨウ素吸着量（ｍｇ/ｇ） ９００以上 

発火点（℃） ４５０以上 

上記表中、硬さ・粒度・乾燥減量・充填密度・ヨウ素吸着量・発火点は

「ＪＩＳ Ｋ １４７４」の試験による。 

上記表中の各仕様値を満足することについて第三者機関の検査成績書 

等（原本・直近２か月以内）を提出し証明すること。 

   また、本薬品は東北部クリーンセンターの焼却炉から発生する排ガス中

のダイオキシン類を活性炭吸着塔（移動層式）にて除去するために使用す

るものとし、活性炭吸着塔での通ガス条件は以下のとおりとする。 

 

排ガス温度１５０℃ 

空間速度ＳＶＮ＝１,５００(１/ｈ〔Ｎ〕)［ＳＶ実＝２,３００(１/ｈ)］、 

線速度ＬＶＮ＝０.２５(ｍ/Ｓ)〔Ｎ〕［ＬＶ実＝０.３８(ｍ/Ｓ)］。 

 

なお、使用済み活性炭は東北部クリーンセンター内で焼却処分する。 

 



契 約 条 件 

３ 予定数量 

予定数量 

(ｔ) 

1回当たりの発注数量 

(ｔ/９袋/回) 

予定発注回数 

(回/年) 

２１.６ ３.６ ６ 

  搬入荷姿は１ｍ３程度のフレコンバッグとし、契約業者が準備すること。 

  １袋当たりの重量は「約０.４ｔ」想定とする。 

なお、発注量については、発注時に具体的数量を指示する。 

フレコンバッグは、底部排出口付き（半開タイプ）のものとし、本市に

よる受入ホッパへの投入時に、できるかぎり薬剤の飛散を防止できる構造

のものを使用すること。 

  空容器は次回分の薬剤搬入時に毎回必ず契約業者が持ち帰ること。（契

約期間中最終搬入時のフレコンバッグも含む）。 

※ １回あたりの発注量について、東北部クリーンセンターの稼働状況及び

当該薬品の使用状況により、上表に示される予定数量以下となる可能性が

あるため、適宜対応すること。 

 

４ 粉砕品の安全性能 

下記要領での粉じん爆発下限濃度試験を行ない、１００ｇ/Ｎｍ３及び 

１,０００～２,０００の１,０００ｇ/Ｎｍ３毎の粉じん濃度にて爆発性の

ないことを、証明書等（原本又は写しで、証明日は問わない）を提出し証

明すること。 

 

 試料………４５μｍ以下９０％以上の粉砕品 

試験方法…ＪＩＳ Ｚ ８８１８による吹上げ式粉じん爆発試験装置を

使用する。 

  

以上、（２項「薬品仕様の検査証明に関する試験」、４項「粉じん爆発下

限濃度試験」）の性能確認試験にかかる費用については入札参加業者の負

担とする。 

 

５ 納入体制の確立 

本市が指定する日時に、指定する数量を迅速に搬入できる体制を整備する

こと。緊急時においても、即刻手配、搬入ができること。 

なお、迅速に搬入できる体制表を落札決定後、速やかに提出すること。 

また、本市へ搬入する業務を第三者に委託する場合は、承諾が必要なため、

再委託承諾申請書（別紙）を落札決定後、速やかに提出すること。 

 

６ 発注及び納入日の確定 

納入日時は、東北部クリーンセンターの指定する日（土、日、祝日含む）

及び時間であること。 

発注から納入まで最短で３営業日以内を原則とする。ただし、東北部クリ

ーンセンターの指定する日及び時間に納入が難しい場合は、担当職員に連絡

し、納入日変更の協議をおこなうこと。 

 

７ 東北部クリーンセンターの指定する時間帯以外構内への進入は行わず、構

内での待機は行わないこと。なお、指定する時間に納入が間に合わない場合

は必ず東北部クリーンセンターへ連絡を行うこと。 

 

８ 本薬品納入の際は納品現場に設置している電動ホイスト（定格荷重１ｔ）

を使用できるものとし、当該ホイストを使用する際は必要な資格証を携帯す

ること。 

 



契 約 条 件 

９ 異物の搬入等不測の事態が発生した場合は、速やかに原因究明を行い報告

すること。 

 

10 納入時に、計量証明書（実数量が分かるもの）・検査成績書（納入する薬

品の仕様が分かるもの）を提出すること。また、初回納入時に化学物質等安

全データシート（ＳＤＳ）を提出すること。 

 

11 契約業者は納入のあった月の月末において納入量及び金額を集計し、翌月

に請求書及び納品書を東北部クリーンセンターあてに提出すること。 

  なお、納入量については、計量証明書の数量はフレコンバッグの重量等が

含まれることから発注量に基づいて集計するものとする。 

 

12 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増

減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。 

 

13 本市は、請求書及び納品書の内容を確認のうえ、代金を支払う。 

 

14 本市クリーンセンターは大規模災害時においても稼働する必要があるこ

とから、本薬品の仕入れ先の多重化や、緊急輸送ルート（迂回ルート）の構

築など、大規模災害発生時にも本薬品の納入ができるような体制を確保する

こと。また、５項の体制表に、大規模災害時の体制も記載すること。 

 

15 その他詳細については、東北部クリーンセンターの本市職員と協議のう

え、決定するものとする。 



 

再委託承諾申請書 

令和 年  月  日 

（宛先 京都市長） 

（受注者） 

住 所        

名 称        

代表者の職・氏名   

 

契約の履行に当たり、下記のとおり再委託を行うこととしたいので承諾願います。 

 

記 

 

１ 契約件名   

 

２ 再委託の内容 搬入 

 

３ 再委託の相手方 

⑴ 商号又は名称 

 

⑵ 氏名又は代表者の職・氏名 

 

⑶ 所在地 

 

⑷ 電話番号 

  

４ その他 

この申請書の提出に当たっては、必要に応じて、本市が定める「再委託の承諾をしない場合」に

該当しないことが確認できる資料を添付してください。 

受注者（申請者）が本市から再委託の承諾を得た後、更に第三者に委託（再々委託）しようとする

場合は、受注者、再委託の相手方及び再々委託の相手方の本件契約における関係や担当業務につい

て、一覧（ツリー図）にしたものを提出してください。（再々委託以降の再委託も同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙） 


